
社会福祉法人清風園評議員・役員等報酬基準 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人清風園定款第８条１項及び第２１条１項に規定され

た社会福祉法人清風園の評議員の報酬等及び役員等の報酬等における報酬額を定め

支給する。 

（報酬） 

第２条 評議員及び役員等のうち法人業務を行う評議員及び役員等に対して報酬を支

給する。 

（支給額） 

第３条 支給額は、評議員会、理事会開催時出席した日に、評議員・役員等に報酬額と

して、10,000 円を支給するものとする。（但し、理事の内職員は支給しない。） 

（支給日） 

第４条 報酬額支給は、評議員会・理事会開催日現金にて支払う。 

（費用弁償の額） 

第５条 評議員・役員等に対し、法人業務を行う時、費用弁償が生じた場合、支給する。 

２ 理事長の命を受けて、評議員・役員等が法人及び施設の運営のための業務にあた

った場合。 

（出張旅費） 

第６条 評議員及び役員等が法人業務の為に出張するために出張及び会議出席する場

合は、旅費を支給する事ができる。 

２ 旅費は実費を原則として支給する。その他必要な経費は支給できる。 

３ 旅費は原則として、事前に概算額を支払い、出張終了後精算となる。 

４ 理事長の命を受けた選任・解任委員会及び苦情解決第三者委員会は招集日に必要

経費として現金で支給できる。 

 

（改正） 

第７条 この規程の改正は、理事会及び評議員会の議決を得てから改正する。 

 

附 則 

 この規程は、平成２９年 ６月 １日から施行する。 


